
 

東京都学校事務職員労働組合（東学） 新宿区西新宿２－８－１ 都庁第２本庁舎３２階

（教員給与改善・長時間労働の是正特集号） ２０２５年４月２１日発行 ＮO。７２１ 

学校事務職員にとっても、教員の給与改善、

長時間労働の是正に無関心ではいられません 
 教員の給与改善や長時間労働の是正に向けた給特法の「改正案」などの関連法案が、国

会での審議が開始されました。「（５年間で残業時間を）月３０時間程度に縮減する」

「給与面と併せて徹底的な働き方改革を進め、教師の処遇改善を図る」（石破首相）。 

 

〇教職調整額を月額４％から１０％まで段階的に引き上げる。２０２６年 1 月から

５％とし、６年後の２０３１年には１０％とする（給特法第３条関係）。 

〇学級担任への加算（教特法第１３条関係）。 

〇指導改善研修を受けている教員には、教職調整額を支給しない（給特法第３条、第   

５条関係）。 

〇教育委員会に対し、教員の業務量を管理する計画の策定や実施状況の公表を義務づけ

る（給特法第８条関係）。 

〇校長が学校運営協議会で承認を得る「基本的な方針」に、業務量管理・健康確保措置

に実施に関する内容を含める（学校教育法第４２条、地教行法第４７条の５関係）。 

○教職員間の総合的な調整を行う「主務教諭」を置くことができる（学校教育法第２  

７条、第３７条関係）。 

通常学級の教職調整額の引き上げと同時に特

別支援学級の調整額等の引き下げも 
 特別支援学級の調整額は、現在は給料月額の３％相当額が加算されています。これを２

０２７年１月以降、２年連続で支給率を０．７５％ずつ引き下げ、２０２８年に１．５％

相当にするという。 

 ２０２６年には、小中学校教員に支給されている義務教育等教員特別手当の支給率も、

現行の給料月額１．５％相当を１％に引き下げるという。 

教員にも超過勤務手当の支給を 超過勤務手

当が支給されるようになるまでは、超過勤務

手当に見合うだけの教職調整額の引き上げを  
教職調整額は、いわゆる「定額働かせ」を合法化し、教員の長時間・過密労働の原因と

もなっています。教職調整額の引き上げるのではなく、やむを得ず超過勤務をした場合に

ついては、超過勤務手当を支給するべきです。教員には、自律的な判断による自主的・自

発的な業務への取り組みが期待されるという「職務の特殊性」や夏休みなどの長期の休業

期間があるという「勤務形態の特殊性」があるといわれます。しかし、私立学校や国立大

学付属校の教員は、時間外勤務等も労働時間として管理され、労基法３７条に基づく割増

賃金が支払われています。「職務の特殊性」や「勤務形態の特殊性」をことさらに強調す



るのではなく、教員も、民間労働者や他の一般公務員労働者と同様に、労働者として時間

外手当を支給するべきです。 

今回の法案では、教員の長時間・過密労働や教員不足を解決できません。今後の国会で

の議論を注視し、法案の問題点を指摘し、給特法の廃止、超過勤務手当の支給、教職員定

数の抜本的改善などを求めていくべきです。給特法３条２項を削除し、労基法３７条を適

用し、教員にも超過勤務手当を支給することを求めるべきです。そして超過勤務手当が支

給されるようになるまでの間、超過勤務に見合うだけの額に教職調整額を引き上げること。

その際に、他の手当を削って教職調整額引き上げの財源にしないことを求めるべきです。 

 

学校施設のバリアフリー化に関する実態調査 

トイレ、スロープ、エレベーターの整備必要 
 「高齢者、障碍者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」により、公立小中学校のバ

リアフリー化の数値目標を示し、積極的に進めることが求められています。 

 

【全国・校舎】 

令和７年度末までの整備目標 トイレは避難所に指定されている全ての学校に整備、ス

ロープ等による段差解消は全ての学校整備、エレベーターは要配慮児童生徒等が在籍する

全ての学校に整備。 

令和６年度整備状況（校数） 総数２７，３４２校 トイレの整備２０，３２５校（７４．

３％）、スロープ等による段差解消の整備（門前から建物な前まで）２３，１６５校（８

４．７％）、（昇降口・玄関等から教室まで）１７，８２０校（６５．２％）、エレベー

ターの整備８，５２６校（３１．２％）。 

 

【全国・屋内運動場】 

令和７年度末までの整備目標 トイレは避難所に指定されている全ての学校に整備、ス

ロープ等による段差解消は全ての学校整備、エレベーターは要配慮児童生徒等が在籍する

全ての学校に整備。 

令和６年度整備状況（校数） 総数２７，１３７校 トイレの整備１３，０１０校（４７．

９％）、スロープ等による段差解消の整備（門前から建物な前まで）２１，９０７校（８

０．７％）、（昇降口・玄関等から教室まで）１７，７７８校（６５．５％）、エレベー

ターの整備１９，５７７校（７２．１％）。 

東京都の自治体では小中学校のバリアフリー

化は０％から１００％と格差がある 災害時

の避難所として大丈夫か疑問あり 
令和６年度整備状況（校数） 総数１，８７７校 トイレの整備１，６０１校（８５．

３％）、スロープ等による段差解消の整備（門前から建物な前まで）（８３．７％）、

（昇降口・玄関等から教室まで）（７３．７％）、エレベーターの整備（３５．０％） 

体育館のトイレ（４５．６％）。 

学校は、災害時には避難所として利用されます。そのため、児童生徒に必要かに関わら

ず、バリアフリー化が求められます。文部科学省は、２０２５年度末までに、避難所に指

定されている全学校のトイレのバリアフリー化を目標としています。 


